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(57)【要約】
キオスクは、ＨＴＴＰ通信が可能な不揮発性の記憶手段
を含み、多数のキオスクが、ストレージクラウド内のス
トレージリソースを共有してバランスを取ることを可能
にしている。記憶されたデジタルメディアのメタデータ
・タギングは、オブジェクトベースのストレージを実行
でき、デジタルメディアの効率的な探索および検索を可
能にする。メディアプレーヤーおよびポータブルメディ
アトランスポータ装置は、該キオスクのクラウドストレ
ージに記憶された該メディアにアクセスするために、該
キオスククラウドストレージに直接アクセスすることが
可能である。ソーシャルネットワーキングユーティリテ
ィからの情報は、レーティングおよびパフォーマンス指
標に影響を与えるように、該記憶されたデジタルメディ
アのメタデータに組み込むことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メディア販売キオスク装置であって、
　複数の非構造化デジタルメディア・フォーマットの記憶のための不揮発性デジタル記憶
装置を備え、
　前記不揮発性デジタル記憶装置が、ＨＴＴＰ通信インタフェースを含む、メディア販売
キオスク装置。
【請求項２】
　前記ＨＴＴＰ通信インタフェースは、記憶容量の共有のために、他の同様の装置とイン
タフェースで接続することが可能である、請求項１に記載のメディア販売キオスク装置。
【請求項３】
　前記ＨＴＴＰ通信インタフェースは、ＨＴＴＰ通信インタフェース能力を有する他の装
置とインタフェースで接続することが可能である、請求項１に記載のメディア販売キオス
ク装置。
【請求項４】
　前記ＨＴＴＰ通信インタフェースは、他の同様の装置に記憶されているデジタルメディ
アの共有のために、前記他の同様の装置とインタフェースで接続することが可能である、
請求項１に記載のメディア販売キオスク装置。
【請求項５】
　前記不揮発性デジタル記憶装置は、前記不揮発性デジタル記憶装置に記憶されたデジタ
ルメディアに関連するメタデータをさらに含む、請求項１に記載のメディア販売キオスク
装置。
【請求項６】
　前記不揮発性デジタル記憶装置は、前記不揮発性デジタル記憶装置に記憶されたデジタ
ルメディアに関連するメタデータをさらに含み、
　前記メタデータは、ソーシャルネットワーキングサービスまたはソーシャルネットワー
キングテクノロジーによってアップデート可能である、請求項１に記載のメディア販売キ
オスク装置。
【請求項７】
　前記不揮発性デジタル記憶装置は、前記不揮発性デジタル記憶装置に記憶されたデジタ
ルメディアに関連するメタデータをさらに含み、
　前記メタデータは、ソーシャルネットワーキングサービスまたはソーシャルネットワー
キングテクノロジーによってアップデート可能であり、
　前記メタデータは、デジタルメディア・ファイルに関連するコンテキストデータおよび
コンテンツデータを含む、請求項１に記載のメディア販売キオスク装置。
【請求項８】
　前記ＨＴＴＰ通信インタフェースは、他の同様の装置に記憶されているデジタルメディ
アの共有のために、前記他の同様の装置とインタフェースで接続することが可能であり、
　前記不揮発性デジタル記憶装置は、デジタルメディア・ファイルに関連するメタデータ
をさらに含み、
　前記不揮発性デジタル記憶装置は、関連するメタデータに基づいて、ユーザによるデジ
タルメディア・ファイルへのアクセスを制限することが可能である、請求項１に記載のメ
ディア販売キオスク装置。
【請求項９】
　メディア販売システムであって、
　複数のメディア販売キオスクを備え、
　前記複数のメディア販売キオスクのうちの２つ以上は、複数の非構造化デジタルメディ
ア・フォーマットの記憶のための不揮発性デジタル記憶装置を含み、
　各不揮発性デジタル記憶装置は、ＨＴＴＰ通信インタフェースを含む、メディア販売シ
ステム。
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【請求項１０】
　前記複数のメディア販売キオスクのうちの２つ以上は、接続されている複数のメディア
販売キオスク間での記憶容量の共有のために、前記ＨＴＴＰ通信インタフェースを通じて
通信することが可能である、請求項９に記載のメディア販売システム。
【請求項１１】
　前記複数のメディア販売キオスクのうちの２つ以上は、当該メディア販売キオスクに記
憶されているデジタルメディアの共有のために、前記ＨＴＴＰ通信インタフェースを通じ
て通信することが可能である、請求項９に記載のメディア販売システム。
【請求項１２】
　前記複数のメディア販売キオスクのうちの２つ以上は、当該メディア販売キオスクに記
憶されているデジタルメディアの共有のために、前記ＨＴＴＰ通信インタフェースを通じ
て通信することが可能であり、
　前記メディア販売システムは、デジタルメディア・デマンドに基づいて、接続されてい
るメディア販売キオスク間でデジタルメディアを自動的に割り当てることが可能である、
請求項９に記載のメディア販売システム。
【請求項１３】
　各不揮発性デジタル記憶装置は、前記不揮発性デジタル記憶装置に記憶されているデジ
タルメディアに関連するメタデータをさらに含む、請求項９に記載のメディア販売システ
ム。
【請求項１４】
　各不揮発性デジタル記憶装置は、前記不揮発性デジタル記憶装置に記憶されているデジ
タルメディアに関連するメタデータをさらに含み、
　前記メタデータは、ソーシャルネットワーキングサービスまたはソーシャルネットワー
キングテクノロジーによってアップデート可能である、請求項９に記載のメディア販売シ
ステム。
【請求項１５】
　各不揮発性デジタル記憶装置は、前記不揮発性デジタル記憶装置に記憶されているデジ
タルメディアに関連するメタデータをさらに含み、
　前記メタデータは、ソーシャルネットワーキングサービスまたはソーシャルネットワー
キングテクノロジーによってアップデート可能であり、
　前記メタデータは、デジタルメディア・ファイルに関連するコンテキストデータおよび
コンテンツデータを含む、請求項９に記載のメディア販売システム。
【請求項１６】
　前記複数のメディア販売キオスクのうちの２つ以上は、当該メディア販売キオスクに記
憶されているデジタルメディアの共有のために、前記ＨＴＴＰ通信インタフェースを通じ
て通信することが可能であり、
　各不揮発性デジタル記憶装置は、デジタルメディア・ファイルに関連するメタデータを
さらに含み、
　各不揮発性デジタル記憶装置は、前記関連するメタデータに基づいて、ユーザによるデ
ジタルメディア・ファイルへのアクセスを制限することが可能である、請求項９に記載の
メディア販売システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、デジタルマルチメディアコンテンツに関し、より具体的には、マル
チメディアコンテンツの販売、転送、格納、および再生のための装置、システムおよび方
法に関する。
（関連出願の相互参照）
　この出願は、２００９年７月１７日に出願された米国特許出願第１２／５０５，３４２
号の一部継続出願である。
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（連邦政府後援の研究または開発に関する申告）
　非適用
（共同研究契約に関する関係者の名称）
　非適用
（コンパクトディスクに関する資料の援用）
　非適用
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルメディアの消費者は、インターネット等のデータネットワークを介して
入手されるマルチメディアコンテンツにアクセスし、そのコンテンツを格納し、視聴する
ための様々な種類の装置およびシステムの著しい普及を目にしてきている。例えば、多く
のオンラインメディアディストリビュータは、インターネットにアクセスできる消費者に
、大きなコンテンツデータベースに接続されるプロプライエタリソフトウェアを介してビ
デオおよびオーディオコンテンツを購入およびダウンロードする能力を提供している。そ
のプロプライエタリソフトウェアは、消費者がそのメディアコンテンツを、パーソナルコ
ンピュータ、ラップトップコンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、パーソナルメディア
プレーヤーまたは携帯電話等のパーソナル電子機器に格納することを可能にする。その結
果、消費者は、そのコンテンツをそのような機器で再生し、または、そのコンテンツを格
納および再生のための他の装置へ移すことができる。
【０００３】
　しかし、合衆国の家庭のうちのおよそ４０％の人は、ブロードバンドを介してインター
ネットにアクセスできない。実際、多くの家庭が、インターネットに全くアクセスするこ
とができない。その結果として、そのような家庭で暮らしている個人が、インターネット
によってメディアコンテンツを入手することは、なおさら厄介である、あるいは不可能で
ある。インターネットにアクセスできないが、デジタルマルチメディアコンテンツを手に
入れ、使用したい消費者の大多数には、最近まで、ほんのわずかの有効な選択肢しかなか
った。一つの選択肢は、消費者の家から物理的に遠く離れている場所にある小売店からメ
ディアコンテンツを購入または借りることができるということである。そのメディアを入
手した後、その消費者は、携帯型または据置き型の再生装置によってそのコンテンツを見
たり聴いたりすることができる。レンタルで入手したメディアの場合、そのメディアは、
その消費者が返却しなければならず、多くの場合、厄介な用事である。
【０００４】
　メディアをきちんとした方法で格納し、およびそのメディアを損傷から守るという努め
は、メディアを購入する消費者にとって同様に厄介である。ほとんどのメディアは、いま
だに、（ビデオ、オーディオおよびゲーム用プロダクトを含む）ＤＶＤおよびＣＤ等の物
理的なメディアデバイスフォーマットで販売されているため、ほとんどの消費者は、相当
数の購入ディスクと、整理されないで格納され、および多くの場合に、消費者の家庭にお
いて損傷から守られていない他の多種多様のメディアとを溜めている。従来開示されてい
る装置および他のシステムは、消費者が、それによってマルチメディアコンテンツを入手
し、格納し、および再生する手段を改良しようとしてきた。
【０００５】
　そのような一つのシステムは、２００９年５月７日に公開され、およびアップル社に譲
渡された米国特許出願公開第２００９／０１１７８４６（Ａ１）号明細書（本願明細書に
おいて以後、「アップル社の‘８４６公報」という）に開示されている。アップル社の‘
８４６公報は、データネットワークを介して集中型メディア格納サーバに接続される１つ
以上のメディア配信キオスクを介して、メディア配信システムがメディアコンテンツをメ
ディア装置に配信できるようにするシステムおよび方法を開示している。具体的には、ア
ップル社の‘８４６公報は、消費者が、メディアコンテンツを購入して、彼または彼女の
携帯型メディア装置にダウンロードできるようにするために、メディア配信キオスクへの
接続を（有線または無線で）確立するように構成されている携帯型メディア装置を教示し
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ている。アップル社の‘８４６公報によって教示されたその携帯型メディア装置は、リモ
ートホストまたは他のクライアント装置へメディアをアップロードすることが可能である
。
【０００６】
　従来開示されている他の装置、例えば、（本出願時に構成された）ＫＡＬＥＩＤＥＳＣ
ＡＰＥ（登録商標）１０８０ｐ　プレーヤ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋａｌｅｉｄｅｓｃ
ａｐｅ．ｃｏｍを参照）は、光ディスク上に存在する情報を復号して、その情報のコピー
をローカルまたは外部の格納ドライブ上に格納することが可能なプレーヤ装置に、消費者
がＤＶＤおよびＣＤ等の光ディスクを挿入できるように構成されている。また、これらの
従来の装置は、格納されたメディアにアクセスして再生するための使いやすいナビゲーシ
ョンメニューをユーザに提供する。上記の能力は、それらの収集された光ディスクのコレ
クションに含まれたメディアを、消費者が、１つの容易にアクセス可能なシステムに格納
できるようにする。しかし、それらの従来のメディアプレーヤー／格納装置の一つの欠点
は、例えば、アップル社の‘８４６公報によって教示されたメディア配信システムと接続
して使用できるような携帯型メディア格納装置と通信することが不可能であるということ
である。実際には、そのようなシステムは、光ディスクに格納されたメディアに、または
、データネットワークを介してアクセスすることのみが可能である。
【０００７】
　従来あるメディア配信のための他のシステムは、同様の欠点に悩まされている。そのよ
うな一つのシステムは、２００４年１２月１６日に公開され、およびヘクター・セザール
・ブラッシュ（Ｈｅｃｔｏｒ　Ｃｅｓａｒ　Ｂｒｕｓｈ）が発明者として指定されている
米国特許出願公開第２００４／０２５４９４０（Ａ１）号明細書（本願明細書において以
後、「Ｂｒｕｓｈの‘９４０公報」という）に開示されているデジタルメディア配信シス
テムである。Ｂｒｕｓｈの‘９４０公報は、アップル社の‘８４６公報によって教示され
たものと同様のメディア配信キオスクを教示している。メディアがメディアカードに転送
されるように、メディア配信キオスクと通信することが可能なポータブルデジタルメディ
アカードが開示されている。Ｂｒｕｓｈの‘９４０公報はさらに、そのポータブルデジタ
ルメディアカード上に存在する情報を受取り、読み取り、および格納することが可能なメ
ディアプレーヤーを教示している。Ｂｒｕｓｈの‘９４０公報によって教示されたシステ
ムの一つの欠点は、その公報に開示されているメディアプレーヤーは、光ディスクを収容
して読取ることが不可能であるということである。上述したように、ほとんどの消費者は
、相当数のＤＶＤおよびＣＤのコレクションを持っている。Ｂｒｕｓｈの‘９４０公報に
よって教示されたそのメディアプレーヤーは、そのようなＤＶＤまたはＣＤを再生するこ
とができないであろうし、それにより、消費者は、そのようなメディアの再生用の別のプ
レーヤを使用することを要することになるであろう。
【０００８】
　さらに、既存のメディア配信システムは、他の同様のシステムと情報をやりとりする能
力がないか、またはその能力が限定されているスタンドアロンシステムになっていること
が多い。多数のスタンドアロンシステムに対してメディアアップデートを実行することは
、どちらかといえば厄介なことになる可能性がある。また、例えば、１つのショッピング
モールエリアに、同じ格納メディアを有する配信システム群を置くことは非常に非効率的
である。そのような余剰性は、記憶容量の使用に関して非常に非効率的である。加えて、
メモリ記憶容量を増やすには、各配信システムをアップグレードする必要があり、このこ
とは、単に該メディアをアップデートすることよりもさらに厄介なことである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００９／０１１７８４６号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００４／０２５４９４０号明細書
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本願明細書に開示された本発明の目的は、従来技術に見られるこれらおよび他の欠陥を
改善することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、メディア販売キオスク装置を提供するものであり、該装置は、複数の非構造
化デジタルメディア・フォーマットの記憶用の不揮発性デジタル記憶装置を備え、該記憶
装置は、ＨＴＴＰ通信インタフェースを含んでいる。
【００１２】
　本発明はさらに、メディア販売システムを提供するものであり、該システムは、複数の
メディア販売キオスクを備え、該複数のキオスクのうちの２つ以上は、複数の非構造化デ
ジタルメディア・フォーマットの記憶用の不揮発性デジタル記憶装置を含み、各記憶装置
は、ＨＴＴＰ通信インタフェースを含んでいる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明のユニバーサルマルチメディア販売、格納、および再生システムの好適な
実施形態のブロック図である。
【図２】本発明のユニバーサルマルチメディア販売、格納、および再生システムのメディ
ア販売キオスクの好適な実施形態の斜視図を示す。
【図３】本発明のユニバーサルマルチメディア販売、格納、および再生システムの携帯型
メディアトランスポータ装置の好適な実施形態の斜視図を示す。
【図４】本発明のユニバーサルマルチメディア販売、格納、および再生システムの携帯型
メディアトランスポータ装置の代替的な実施形態を示す。
【図５】本発明のユニバーサルマルチメディア販売、格納、および再生システムのメディ
ア格納および再生装置の好適な実施形態のハードウェアおよび機能の全体的な概観を示す
ブロック図である。
【図６】本発明のユニバーサルマルチメディア販売、格納、および再生システムのメディ
ア格納および再生装置に付随するハードウェアの好適な実施形態のブロック図である。
【図７】本発明のユニバーサルマルチメディア販売、格納、および再生システムのメディ
ア格納および再生装置に付随するソフトウェアの好適な実施形態のブロック図である。
【図８】ユーザに提示される、そのシステム上で利用可能な様々なメディアコンテンツの
選択肢を強調した、メディア販売キオスクのユーザインタフェースの一実施形態の図であ
る。
【図９】ユーザに対する初期画面を示すユーザインタフェースの実施形態の図である。
【図１０】ユーザに提示される映画検索機能を示すユーザインタフェースの実施形態の図
である。
【図１１】ユーザに提示される映画検索の結果を示すユーザインタフェースの実施形態の
図である。
【図１２Ａ】ユーザによって選択された具体的な映画選択を示すユーザインタフェースの
実施形態の図である。
【図１２Ｂ】ユーザによって選択された具体的な映画選択のプレビューを示すユーザイン
タフェースの実施形態の図である。
【図１３】ショッピングカート機能およびユーザによって選択されたコンテンツを示すユ
ーザインタフェースの実施形態の図である。
【図１４】精算時のユーザの支払い方法を示すユーザインタフェースの実施形態の図であ
る。
【図１５】ユーザに対する代替的な支払いプロンプト画面を示すユーザインタフェースの
実施形態の図である。
【図１６】ユーザに対する支払い完了画面を示すユーザインタフェースの実施形態の図で
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ある。
【図１７Ａ】ステータスバーが、ＵＳＢ接続装置への転送の状態を示している状態の、ユ
ーザに対するメディア転送画面を示すユーザインタフェースの実施形態の図である。
【図１７Ｂ】ステータスバーが、ｉＰｏｄ（登録商標）装置への転送の状態を示している
状態の、ユーザに対する代替的なメディア転送画面を示すユーザインタフェースの実施形
態の図である。
【図１７Ｃ】ステータスバーが、ＵＳＢフラッシュドライブ装置への転送の状態を示して
いる状態の、ユーザに対する代替的なメディア転送画面を示すユーザインタフェースの実
施形態の図である。
【図１７Ｄ】ステータスバーが、光学式格納装置への転送の状態を示している状態の、ユ
ーザに対する代替的なメディア転送画面を示すユーザインタフェースの実施形態の図であ
る。
【図１８】ユーザに対するメディア転送終了画面を示すユーザインタフェースの実施形態
の図である。
【図１９】ユーザに対する支払い完了画面を示すユーザインタフェースの実施形態の図で
ある。
【図２０Ａ】ユーザに提示される追加的なプロセスフローを示す、ユーザインタフェース
の別の実施形態のフロー図である。
【図２０Ｂ】ユーザに提示される追加的なプロセスフローを示す、ユーザインタフェース
の別の実施形態のフロー図である。
【図２０Ｃ】ユーザに提示される追加的なプロセスフローを示す、ユーザインタフェース
の別の実施形態のフロー図である。
【図２０Ｄ】ユーザに提示される追加的なプロセスフローを示す、ユーザインタフェース
の別の実施形態のフロー図である。
【図２１】ビデオオンデマンドシステムアーキテクチャの実施形態のブロック図である。
【図２２】メディア記憶および再生装置を用いたビデオオンデマンド再生のために、受信
したビデオストリームを暗号化された信号に変換する際に本実施形態によって行われるス
テップのフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　添付図面の様々な図で用いる場合、同じ数字は、同じかまたは同様の部材を指す。さら
に、本願明細書において、「上部」、「底部」、「第１の」、「第２の」、「上方」、「
下方」、「高さ」、「外側」、「内側」、「幅」、「長さ」、「端部」、「側部」、「水
平方向の」、「垂直方向の」という用語および同様の用語が用いられている場合、これら
の用語は、添付図面に図示されている構成にのみ関係し、および本発明の説明を容易にす
るためだけに用いられていることを理解すべきである。
【００１５】
　全ての図面は、本発明の基本的教示を容易に説明するためだけに描かれており、従って
、本発明に関する以下の教示を読んで理解すれば、好適な実施形態を構成するための部材
の数、位置、関係および寸法に関する図の拡大適用は明らかになるであろうし、あるいは
、当技術分野の範囲に入るであろう。さらに、具体的な幅、長さおよび同様の要件に適合
させるための正確な寸法および寸法比率は、同様に、本発明に関する以下の教示を読んで
理解すれば、当技術分野の範囲に入るであろう。
【００１６】
　次に、本発明によるユニバーサルマルチメディア販売、格納、および再生システムおよ
び方法の好適な実施形態を、添付図面を参照して詳細に説明する。
　この特許文書の開示の一部は、著作権保護の対象となる資料を含んでいる。著作権者は
、特許商標局のファイルまたは記録にある場合、特許文書または特許開示の複写には異議
はないが、全ての著作権の権利は何であれ保有するものとする。
【００１７】
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　図１を参照すると、本発明のユニバーサルマルチメディア販売、格納、および再生シス
テム１００の好適な実施形態のブロック図が図示されている。システム１００は、小売店
、運輸拠点（空港、バスステーションおよび鉄道の駅等）、レストラン、および消費者が
集まりそうな他の場所等の様々な商業的に有利な物理的な位置に配置できる１つ以上のメ
ディア販売キオスク１０６を含む。メディアコンテンツにアクセスしようとするそのシス
テムのユーザは、メディア販売キオスク１０６を介してそうすることができる。メディア
販売キオスク１０６は、データネットワーク１１４に接続されている。
【００１８】
　データネットワーク１１４は、インターネット、プライベートネットワーク、モバイル
データネットワーク、衛星ネットワーク、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、または情報の通
信を処理することが可能な他の何らかのネットワークのうちの１つ以上を含むことができ
ることが意図されている。好適な実施形態のメディア販売キオスク１０６は、有線接続を
介してデータネットワーク１１４と通信するが、キオスク１０６の代替的な実施形態を、
無線手段を介してデータネットワーク１１４と通信するように構成できることも意図され
ている。
【００１９】
　システム１００のユーザへの販売のためにアクセス可能なメディアコンテンツ１０２は
、少なくとも１つの格納サーバ１１０によって制御される１つ以上の格納システム１０２
内にある。販売用に格納システム１０２に格納されているメディアコンテンツ１０２の実
例は、限定するものではないが、映画、音楽、電子書籍、オーディオブック、ゲーム用ソ
フトウェア、着信音、テレビ番組やスポーツのビデオ、ミュージックビデオ、写真画像、
コンピュータソフトウェア、および映画、劇場、コンサート、モータースポーツ、スポー
ツイベント、インターネット・プロトコル・テレビジョン（ＩＰＴＶ）等の娯楽の電子チ
ケットを含む。格納サーバ１１０は、データネットワーク１１４を介してそのキオスクに
電子的に結合されており、メディア販売キオスク１０６との通信を実行できる。キオスク
１０６は、市販用のメディアコンテンツの全てまたは一部の内部格納を提供でき、および
追加的なコンテンツを提供するために、ネットワーク化されている第三者のコンテンツサ
プライヤーと共同して機能することができる。第三者のコンテンツプロバイダの実例は、
ビデオオンデマンド（ＶＯＤ）用のＡｖａｉｌ－ＴＶＮサービスである。好適な実施形態
において、コンテンツのアップデートは、ネットワーク１１４を介して記憶サーバ１１０
から該キオスクにダウンロードすることが可能であるが、それらは該メディアキオスクに
記憶される。キオスク１０６は、入手可能なメディアコンテンツ１０２の全てまたは一部
の内部記憶を実行できる。他のストリーミングコンテンツ（例えば、ＩＰＴＶやＶＯＤ）
は、インターネット、無線または衛星接続、暗号化、記憶サーバ１１０へのバッファリン
グまたはアーカイブ化、メディアトランスポータ装置１０８への格納、メディア記憶およ
び再生装置１０４へのストリーミングにより、キオスク１０６が受信することができる。
【００２０】
　メディア販売キオスク１０６は、ユーザが、それを介してデータネットワーク１１４と
通信して、格納されているメディアコンテンツにアクセスできるインタフェースを装備し
ている。以下でより詳細に説明するように、そのメディア販売キオスクは、（グラフィッ
クユーザインタフェースまたは「ＧＵＩ」を備えた）表示装置と、ユーザがそのキオスク
と情報をやりとりできるようにするヒューマンインタフェース装置（キーボード、タッチ
スクリーン、トラックボール等）とを含む。ユーザが、そのメディア販売キオスク１０６
とのコンタクトを開始すると、そのユーザにより、または、そのユーザおよびそのユーザ
に関連する他の情報を識別する、そのユーザによって制御される装置により、情報がその
キオスクに与えられる。そのような情報は、ユーザの金融情報（クレジットカードおよび
銀行口座残高情報）、ユーザのメディアの好み（好きな映画の種類や歌のジャンル）、ユ
ーザの購入履歴、およびそのユーザが、将来の購入に割り当てることのできる何らかの割
引または限度額を含むことができる。このユーザ情報は、その後、データネットワーク１
１４に接続されているビジネスサーバ１１２へ送信される。
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【００２１】
　キオスク１０６は、ユーザが、ビジネスサーバ１１２上に存在し、かつキオスク１０６
を介してアクセス可能な仮想メディアストアのメニューを操作できるようにするブラウザ
アプリケーションを含む。そのブラウザは、ユーザが所望のメディアを検索することを可
能にする。ユーザによって所望のメディアが見つけられると、そのユーザは、ダウンロー
ド用のそのメディアのコピーを購入するか、または他の方法（レンタル、ライセンス等）
で手に入れるかを選択することができる。そのビジネスサーバは、そのユーザによって与
えられた情報、およびそのデータネットワークを介して得られたか、またはそのビジネス
サーバ自体の中にある他の金融情報に基づいて、メディアをダウンロードするユーザの要
求を許可するか否かを判断する。そのビジネスサーバが、要求されたダウンロードを許可
すべきであると判断した場合には、そのビジネスサーバは、ユーザがそのメディアをダウ
ンロードすることを許可する。
【００２２】
　メディア販売キオスク１０６は、キオスク１０６とドッキングすることが可能であり、
およびユーザによる後の利用のために、メディアコンテンツを格納して輸送するのに用い
られるメディアトランスポータ装置１０８と情報をやりとりするように構成されている。
メディアトランスポータ装置１０８は、メディア販売キオスク１０６とやりとりして、そ
のユーザの識別を可能にし、およびメディアを手に入れるための許可を得るのに必要な金
融情報の処理を容易にすることができる、そのユーザに関連する情報を含むことができる
。メディアトランスポータ装置１０８の好適な実施形態は、主にデータ格納装置として機
能するが、代替的な実施形態は、その装置を用いることにより、その仮想メディアストア
を無線で閲覧し、およびそのメディアを前記装置にダウンロードして再生する能力をその
ユーザに与えることが可能な装置を含むこともできる。このような代替的な実施形態を、
図４を参照して以下に開示する。
【００２３】
　一旦、ダウンロードがビジネスサーバ１１２によって許可されると、格納サーバ１１０
は、ユーザのメディアトランスポータ装置へのダウンロードのために、選択されたメディ
アを取得してキオスク１０６へ伝送する。次に、キオスク１０６は、キオスク１０６にド
ッキングされているメディアトランスポータ装置１０８にそのメディアを伝送する。その
ユーザは、上述した方法で、ダウンロードのための追加的なメディアコンテンツを選択し
続けるか、あるいは、彼または彼女のメディア販売キオスク１０６とのセッションを終了
することができる。そのメディアトランスポータ装置は、その好適な実施形態において、
ユーザによって容易に携帯可能なように十分に小さく、ユーザが、さらなる利用のために
他の場所にそれを運ぶことを可能にしている。
【００２４】
　続けて図１を参照すると、本発明のユニバーサルマルチメディア販売、格納、および再
生システム１００は、メディアトランスポータ装置１０８と情報をやりとりすることが可
能なメディア格納および再生装置１０４を含む。メディア格納および再生装置１０４は、
２つの装置間で通信を行えるように、そのメディアトランスポータ装置を受け容れるため
の少なくとも１つの手段を含む。この好適な実施形態において、そのメディア格納および
再生装置に一体化され、さらにｅＳＡＴＡポートに接続されるＰＣＭＣＩＡスロットは、
２つの装置間で通信を行えるように、そのメディアトランスポータ装置を受け容れる手段
を装備している。メディアトランスポータ装置１０６から読み出された情報は、メディア
格納および再生装置１０４によってアクセス可能な（そのメディア格納および再生装置の
内部または外部のいずれかの）データ格納装置に格納される。メディア格納および再生装
置１０４は、光ディスク、セキュアデジタル（ＳＤ）カード、メモリスティック、コンパ
クトフラッシュ（登録商標）カードおよびＵＳＢフラッシュドライブ等の他のメディアフ
ォーマットからの情報を取得することが可能である。メディア格納および再生装置１０４
は、無断コピーを防ぐように構成されているコピー防止システムを有するメディアに格納
された情報をトランスコーディングすることが可能である。そのようなコピー防止システ
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ムは、コンテンツスクランブリングシステム（Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ　
Ｓｙｓｔｅｍ：ＣＳＳ）およびアドバンスドアクセスコンテンツシステム（Ａｄｖａｎｃ
ｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ：ＡＡＣＳ）を含む。一旦、トラン
スコーディングされると、その情報は、メディア格納および再生装置１０４がアクセス可
能な格納システムに格納される。
【００２５】
　また、メディア格納および再生装置１０４は、デジタルカメラ、ビデオカメラ、スキャ
ナ、プリンタ、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）および携帯電話等の他
の装置と情報をやりとりすることも可能である。さらに、メディア格納および再生装置１
０４は、プログラミングコンテンツをダウンロードする、ビジネスサーバ、オンラインゲ
ーム、電子メールを介してメディアをダウンロードする、およびワールドワイドウェブ（
ＷＷＷ）にアクセスする等の様々な目的のために、１つ以上のデータネットワーク１１４
と通信することが可能である。
【００２６】
　メディア格納および再生装置１０４は、格納されているメディアにアクセスするための
、テレビ番組情報を得るための、ＷＷＷにアクセスするための、仮想メディアストアを検
索するための、およびテレビ番組を記録するための対話形式メニューをユーザに提供する
ことが可能なソフトウェアアプリケーションを含む。メディアの再生は、１つ以上のテレ
ビ受像機、モニタ、プロジェクタ、スピーカーおよび／またはそのような目的に適応する
他の何らかの装置等の周辺装置によって実現される。
【００２７】
　次に、図２を参照すると、本発明のユニバーサルマルチメディア販売、格納、および再
生システム１００のメディア販売キオスク１０６の好適な実施形態の斜視図が図示されて
いる。その好適な実施形態に図示されているキオスク１０６は、パーソナルコンピュータ
または現金自動預け払い機（ＡＴＭ）と構成が同様の自立型ハウジング２０２を含むが、
代替的な実施形態は、実質的に異なる構成を有することが可能であることを理解すべきで
ある。例えば、キオスク１０６の代替的実施形態は、パネルとして、壁（図示せず）と同
一平面に、あるいは、他の何らかの取付け手段によって据え付けることができる。
【００２８】
　キオスク１０６は、オペレーティングシステムが、その装置上で、データの不揮発性記
憶のための少なくとも１つのオンボード格納装置（ハードディスクドライブ等）を制御す
るように機能するコンピュータ処理装置（図示せず）と、タッチスクリーンインタフェー
ス２１０を介して操作することができるグラフィックユーザインタフェース（ＧＵＩ）（
図示せず）をユーザが視覚的に理解できるようにするディスプレイ２１０とを含む。その
オペレーティングシステムは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）等の市
販されているいずれかのオペレーティングシステムとすることができ、あるいは、そのキ
オスクシステム用に開発された専用システムとすることができる。そのＧＵＩは、その内
蔵コンピュータ処理装置上で作動するコンピュータソフトウェアによって生成され、およ
び制御される。キオスク１０６の代替的な実施形態は、キーボードおよびマウスまたはト
ラックボール等の入力装置コントローラを利用することができる。キオスク１０６はさら
に、メディアトランスポータ装置１０８を受け容れるためのドッキングポート２０６と、
音声を含むメディアサンプルの再生を生じさせることが可能なスピーカー２２２とを含む
ことができる。
【００２９】
　デジタルメディアコンテンツのオンボードバッファリングおよび／またはストレージは
、該コンピュータ処理装置によるアクセスのためのアレイに構成された１つ以上のハード
ドライブ２２４によって実行できる。この実施形態において、キオスク１０６は、データ
連続性のためのホットスワップ可能な構成のＲＡＩＤ（ｒｅｄｕｎｄａｎｔ　ａｒｒａｙ
　ｏｆ　ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｄｉｓｃｓ）から成る不揮発性記憶手段を用いている
。この記憶手段は、データサービスの中断を伴わない、故障したハードドライブの交換を
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可能にする。さらに、この記憶手段は、容量の拡張が容易であり、およびハードドライブ
の追加またはより大きな容量のドライブとの交換によって増やすことができる。別の実施
形態において、キオスク１０６は、単一またはＪＢＯＤ形のハードドライブ構成に加えて
、該ＪＢＯＤ形ドライブに格納された（テンポラリユーザ、環境、または、オペレーティ
ングシステムスワップ領域データ等の）冗長データおよびその他の重要でないデータのた
めのＲＡＩＤドライブに重要なデータが格納されるＲＡＩＤ装置を利用する。
【００３０】
　この実施形態における該ハードドライブアレイは、キオスク１０６で入手可能な非構造
化デジタルメディアコンテンツをトラッキングするための、および該コンテンツにアクセ
スするためのオブジェクトベースのストレージストラテジーを用いる。ファイルの内容と
同様に、その中でデータが形成されたコンテキストについては、ほとんど分かっていない
ため、非構造化データは、例えば、オブジェクトベースのストレージストラテジーなしで
管理するのが困難である。オブジェクトベースのストレージは、各データファイルに関連
するメタデータを利用して、コンテキストおよびコンテンツ情報を生成し、それによって
、格納データのより迅速かつより有意義な検索およびアクセスを可能にする。例えば、ビ
デオデータファイルは、作者、タイトル、制作日、記録日時、バージョン、そのビデオが
記録された場所のデータ、該ビデオの撮影理由に関する情報等の情報を加えたビデオデー
タを含む。したがって、該データファイルおよび関連する豊富なメタデータは、「オブジ
ェクト」を生成するのに役に立つ。そのため、キオスク１０６のユーザによって開始され
る検索は、オブジェクトストアに供給された該メタデータに基づいて、様々な検索基準で
実行することができる。例えば、あるファイルに関連するメタデータは、人気、ランキン
グ、視聴者／リスナーの人口統計データ、鮮度（すなわち、追加された、アクセスされた
、または変更された日時）等の情報をさらに含んでもよい。
【００３１】
　さらに、該実施形態における該ハードドライブアレイは、ＨＴＴＰ通信プロトコルをサ
ポートし、インターネットまたはイントラネットを通じた該ハードドライブアレイのアク
セスを可能にして、該アレイがクラウドストレージとして機能できるようになっている。
「クラウドストレージ」という用語は、本願明細書で用いる場合、接続されているキオス
ク群で共有される不揮発性のストレージリソースのことを指している。その接続は、非公
開（制限されたイントラネット）であっても公開（インターネット）であってもよい。該
接続が非公開である場合には、該ストレージリソースは、該接続されているキオスク群で
共有することができる。例えば、ショッピングモールは、様々な場所でいくつかのキオス
ク１０６を有することができる。各キオスク１０６は、共通のＨＴＴＰ通信を用いて、他
のキオスク１０６と互いにそのストレージの必要性のバランスを取って、全てのキオスク
の総記憶容量を効率的に処理して「クラウド」という１つのストレージにすることができ
る。こうすることで、１つのキオスクの記憶容量の増加が、他の全てのキオスクに恩恵を
もたらし、記憶容量のさらなるアップグレードの必要性を遅らせたり、またはなくしたり
する。さらに、いくつかのデジタルメディアを、アクセスによってより適切な場所へ移動
させることが可能である。例えば、あるジャンルのビデオは、第１の場所では人気があり
、または適しているが、別の場所ではそうでない可能性がある。具体的なビデオファイル
に関連する売り上げやジャンルのメタデータに基づいて、売り上げの芳しくないビデオを
業績の良い場所（または、複数の場所）へ移して、高頻度の購入時の迅速なアクセスを確
実にできるようにすることが可能である。該接続が公開（インターネット）である場合に
は、該接続されているキオスク群は、インターネットを通じて他のコンピューティングプ
ラットフォームと該ストレージリソースの一部または全てを共有することができる。例え
ば、ここで再び図１を参照すると、該キオスク群は、メディア制作者から直接、または、
デジタルメディア・レーティング（digital media rating）およびパフォーマンス指標を
追跡するレーティングサービス（rating service）１１６から、利用可能なデジタルメデ
ィアに関するアップデートを受け取ることができる。利用可能なデジタルメディアは、ソ
ーシャルネットワーキングサービス１１６から直接、オブジェクトメタデータタグに関す



(12) JP 2014-525061 A 2014.9.25

10

20

30

40

50

るアップデートを受け取って、キオスク１０６が、該利用可能なメディアのための最新の
社会的分類、レーティング、ランキングおよび指標を動的に維持できるようにすることも
可能である。また、該接続されているキオスク群は、コメントに対する声明、提案、要求
等を、Ｆａｃｅｂｏｏｋ，Ｔｗｉｔｔｅｒ，ＭｙＳｐａｃｅ，ＬｉｎｋｅｄＩｎ，Ｙｏｕ
Ｔｕｂｅ（登録商標）等を含むソーシャルネットワーキングサービス１１６に投稿するこ
ともでき、フィードバックや応答が、アップデートに関連するデジタルメディア・オブジ
ェクトベースのメタデータに直接または間接的に用いられる。
【００３２】
　接続されているストレージクラウドの一部として、ユーザのメディアプレーヤー１０４
またはメディアトランスポート装置１０８は、ＨＴＴＰ通信を利用して、コピーを実際に
ダウンロードすることなく、接続されているキオスク１０６内に記憶されているデジタル
メディアに直接アクセスすることができる。このことは、メディアプレーヤー１０４また
はメディアトランスポート装置１０８が、該プレーヤーまたはトランスポートに対してロ
ーカルな大容量のストレージを要することなく、該デジタルメディアにアクセスすること
、および該デジタルメディアを再生することを可能にする。その代わりに、該ストレージ
クラウドを通じて、キオスク１０６の記憶容量は、メディアプレーヤー装置１０４および
メディアトランスポート装置１０８が直接アクセスできる記憶装置として扱われる。特定
のデジタルメディアに対するアクセスおよび再生の権利に関する情報は、オブジェクトタ
ギングシステムまたはキオスク１０６のデータベース内に保持され、ユーザのアクセスの
管理を可能にしている。さらに、オブジェクトタギングを用いることによって、キオスク
１０６が、グループ間で、その記憶領域を区分けすることを可能にし、それにより、必要
に応じて全体的なアクセスを制限する。例えば、キオスク１０６は、別の部分は他のキオ
スクが利用可能で、また別の部分は、アクセス権に基づく契約ユーザが利用可能な状態で
、ローカル利用のために、そのストレージの大部分を蓄積することができる。
【００３３】
　ここでまた図２を参照すると、メディアトランスポータ装置１０８の好適な実施形態は
、上述したドッキングポート２０６を介してキオスク１０６に結合されるが、該メディア
トランスポータ装置（本願明細書において、以後、「スマートメディアトランスポータ装
置」と呼ぶ）の代替的な実施形態は、キオスク１０６と仮想無線ドックを確立することが
可能である。キオスク１０６内に設けられたセンサ２１２は、スマートメディアトランス
ポータ装置がキオスク１０６のすぐ近くにあるか否かを判断することが可能である。一旦
、スマートメディアトランスポータ装置が適切な範囲内に入ると、その装置は、許可され
た装置として認証されて、そのキオスクとその装置との間に接続が確立される。そのキオ
スクに設置されたアンテナ２０４は、スマート装置とそのキオスクとの間でのデータ信号
の送受信を実行できる。また、アンテナ２０４は、キオスク１０６とデータネットワーク
１１４との間での信号の送受信も実行できる。キオスク１０６とデータネットワーク１１
４との間で無線接続を利用することにより、そのキオスクを、無線ネットワークの到達範
囲内のどの場所にも配置することができる。
【００３４】
　本発明のシステムのほとんどのユーザは、便利な金融取引を可能にするために、そのシ
ステムのオペレータに金融情報を提供するであろう。そのような情報は、クレジットまた
はデビットカード情報、銀行口座情報、商品券、または、それによって、ユーザのために
設定された口座からお金を引き落としたり、その口座に入金したりすることのできる他の
何らかの様態を含むことができる。しかし、キオスク１０６は、そのキオスクに設けられ
たカードリーダ装置スロット２０８を介して、クレジット／デビット／ギフトカードを読
取ることも可能であろう。そのカードリーダ装置は、ユーザのカード上の磁気ストライプ
、または、そのカード内に設けられたトランシーバチップ（ＲＦＩＤチップ等）を利用す
る。
【００３５】
　キオスク１０６の別の機能は、分配スロット２１８を介してユーザに対して、データを
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記録して販売することである。限定するものではないが、（ブルーレイディスク、ＤＶＤ
およびＣＤＲＯＭディスク等の）光ディスク上に存在するメディア、クーポンおよび他の
宣伝／販売促進材料を含む様々なアイテムを、そのキオスクによって記録して、前述のス
ロット２１８を介して販売することができる。上記のアイテムは、そのキオスク自体の中
に、あるいは、そのキオスクがアクセス可能な場所に格納することができる。そのような
アイテムを販売するための既知の何らかのメカニズムを利用することができる。そのキオ
スク内のプリンタ（図示せず）は、符号２２０からユーザに対して排出される、レシート
またはイベントチケット等のペーパーアイテムに文字および／またはグラフィックを印字
するのに用いられる。
【００３６】
　次に、図３を参照すると、本発明のユニバーサルマルチメディア販売、格納、および再
生システムの携帯型メディアトランスポータ装置１０８の好適な実施形態の斜視図が示さ
れている。メディアトランスポータ装置１０８は、メディアおよび他の情報を、ハードド
ライブまたはフラッシュドライブ等の不揮発性メモリ装置に格納すること、およびメディ
ア販売キオスク１０６およびメディア格納および再生装置１０４と通信することの両方が
可能である。そのトランスポータ装置の好適な実施形態は、５４ｍｍのＥＸＰＲＥＳＳＣ
ＡＲＤ（登録商標）（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｘｐｒｅｓｓｃａｒｄ．ｏｒｇを参照）
、すなわち、当業者には周知の装置であるが、上記の性能を有する他の何らかの装置を用
いてもよいことが意図されている。
【００３７】
　そのトランスポータは、ユーザが彼または彼女の体に携帯するのに便利なサイズおよび
形からなることが好ましい。また、そのトランスポータは、少なくとも１本の映画をまる
ごと高解像度フォーマットで収めるのに十分に大きな記憶容量を有していなければならな
い。そのトランスポータの代替的な実施形態が、様々なサイズであるが、消費者が所望す
る大量の映画、音楽、ビデオゲームおよび他のメディアを収めるのに十分な記憶容量を有
することができることは当業者にとって明白であろう。
【００３８】
　次に、図４を参照すると、本発明のユニバーサルマルチメディア販売、格納、および再
生システムの携帯型メディアトランスポータ装置の代替的な実施形態が図示されている。
上述したように、そのメディアトランスポータ装置（「スマートメディアトランスポータ
装置」）の代替的な実施形態は、追加的な機能を有してもよい。スマートメディアトラン
スポータ装置１０８は、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、スマートフォン、ラップト
ップコンピュータ、モバイルメディアプレーヤー、または無線通信が可能な他の装置等の
装置を含むことができる。
【００３９】
　スマートメディアトランスポータ装置１０８には、ユーザが、その装置によって表示さ
れるＧＵＩを見て操作できるようにするスクリーン４０２およびキーパッド４０４が備え
られている。そのスマートメディアトランスポータは、処理装置と、その装置に、メディ
アを再生する機能を与えるソフトウェアアプリケーションとを含む。また、そのスマート
メディアトランスポータ装置は、無線トランシーバを含み、およびそのメディア販売キオ
スクおよびメディア格納および再生装置と無線で通信するように構成されており、および
ユーザが、そのスマートメディアトランスポータ装置のＧＵＩを利用して、その仮想メデ
ィアストアと情報をやりとりできるようにする。別法として、そのスマートメディアトラ
ンスポータ装置は、そのメディア販売キオスクと情報をやりとりすることなく、そのビジ
ネスサーバおよび格納サーバと無線で通信することができる。しかし、そのような機能は
、ユーザが、メディアをダウンロードするために、そのキオスクの設置場所に存在するこ
とを要求することが望ましい場合には、そのメディア販売システムのオペレータによって
無効にすることができる。さらに、そのスマートメディアトランスポータ装置が無線通信
する機能を無効にした場合、その装置に設けられた通信ポート４０６は、そのキオスクの
対応するドッキングポートに結合することができ、その結果、その装置とそのキオスクは
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、前記ポートを介して情報をやりとりすることができる。
【００４０】
　携帯型メディアトランスポータ装置１０８の別の実施形態は、そのキオスクまたは他の
商業小売ベンダーによって供給することができるＵＳＢフラッシュメモリ等の予め搭載さ
れているメモリスティックである。例えば、小売ベンダーは、予めその装置に、デジタル
ムービー、ゲーム、音楽、画像、ソフトウェア等あるいはそのようなデジタルメディアコ
ンテンツを組込むことができる。この予め組込まれたメディアは、販売促進用途のための
小売業者によるある程度の販売努力を支援するのに利用することができ、または、商品券
やテレフォンカードが提供されるのと同じ方法で提供することができる。例えば、販売時
点管理ディスプレイは、最新の販売またはレンタル用の映画作品が予め組込まれている携
帯型メモリ装置を収容することができる。従って、消費者は、メディア格納および再生装
置１０４での再生のためにその映画を購入することができる。その予め組込まれたメディ
アは、そのメディアが、レンタルまたは所有を意図されているか否かについて、そのメデ
ィア格納および再生装置に告知するための符号化された指示を含むこともできる。例えば
、そのメディアコンテンツがレンタル用の映画である場合、その符号化は、消費者がその
映画を見ることのできる回数に関する情報を含むことができ、あるいは、その映画を見る
ことが可能な期間を含むことができる。一旦、鑑賞期限に達すると、そのメディア格納お
よび再生装置は、そのメディアファイルを自動的に消去し、およびその携帯型メモリ装置
は、消費者が適当であると思った場合に、追加的なメディアファイル用の格納装置として
利用することができる。
【００４１】
　次に、図５を参照すると、本発明のユニバーサルマルチメディア販売、格納、および再
生システムのメディア格納および再生装置の好適な実施形態のブロック図、すなわち、そ
の装置の機能の概要が図示されている。以下に詳細に説明する図６および図７は、その装
置の好適な実施形態の範囲内で用いられるハードウェアおよびソフトウェアのより詳細な
説明図を示す。メディア格納および再生装置１０４は、ＤＶＤおよびＣＤ等の光ディスク
、ならびにそのメディアトランスポータ装置等のメモリカードを含む様々なメディアフォ
ーマットからの情報をトランスコーディングして格納することが可能である。その目的の
ため本願明細書においては、「トランスコード」という用語、またはその変化形は、その
用語の元の意味ならびに、許可されていない者による利用を防ぐために暗号化または他の
方法で符号化されている何らかの情報を、格納および再生のために復号する何らかの動作
を含むように定義しなければならない。光ディスクやメモリ装置からの情報を読取りおよ
び格納するためのそのメディア格納および再生装置の機能は、従来技術には見られない効
果をもたらす。
【００４２】
　メディア格納および再生装置１０４は、ＤＶＤおよびＣＤ（光ディスク）等の物理的な
メディア装置を収容する手段を含む。本発明の好適な実施形態において、そのメディア格
納および再生装置は、その装置の前面のスロット５０４を介して光ディスクを収容する。
同様に、そのメディア格納および再生装置は、メディアコンテンツを含む物理的なメディ
ア装置を収容する第２の手段を含む。そのメディア格納および再生装置の好適な実施形態
は、その装置の前面に見られ、そのメディアトランスポータ装置を受け容れるように構成
されているスロット５０５を含む。好適な実施形態において、そのメディアトランスポー
タ装置を収容するためのスロット５０５は、さらにｅＳＡＴＡポート（図示せず）に接続
さるＰＣＭＣＩＡスロット５０５等のメディアトランスポータインタフェース装置である
。ＰＣＭＣＩＡスロットは、本実施形態と共に議論するが、シリアルポート、パラレルポ
ート、ＲＳ－２３２、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）、ＩＥＥＥ　１３９４等の他
のインタフェース装置も意図されている。
【００４３】
　そのメディア格納および再生装置の前面の様々なポート５０７、ならびに背面（図示せ
ず）のポートは、多くの周辺装置、例えば、音声出力装置（スピーカー）５１２、プリン
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タ５１４、デジタルカメラ５１６、リモコン装置５１８、スキャナ５２０、ゲーム用コン
トローラ５１９、外付けハードドライブ５１０、フラッシュカード５１０、ＳＤカード５
１０、メモリスティック５１０およびビデオ出力装置５０８とインタフェースをとるよう
に構成されている。別法として、そのメディア格納および再生装置は、アンテナ５１１を
介して無線でスマートメディアトランスポータ装置と通信することができる。加えて、そ
のメディア格納および再生装置は、テレビチューナーカード５０６を介して、または、第
三者の衛星またはケーブルテレビ用チューナーから直接、テレビ番組を受信すること、お
よびいずれかの画面アスペクト比での再生のために、そのような情報をＤＶＲハードウェ
アおよびソフトウェアを介してＨＤＴＶフォーマットで記録することが可能である。その
メディア格納および再生装置のデュアルチューナー５０６は、多数の放送チャンネルを同
時に受信および記録できるようにするものである。デュアルチューナーが議論されている
が、追加的なチューナーを有することが可能であり、そのような構成は、本発明の範囲内
にある。
【００４４】
　一旦、そのメディア格納および再生装置によってデジタル情報が受信されてトランスコ
ーディングされると、その装置は、その情報を内部ハードドライブ５０２に格納する。ダ
ウンロードされたメディア（例えば、映画、音楽、写真、ゲーム、ビデオ、およびＶＯＤ
／ケーブルムービーサービス）は、簡単な格納および素早い再生を可能にするために、内
部ハードドライブ５０２上のインテグレーテッドフレックスメモリのメディアライブラリ
に格納される。そのフレックスメモリは、そのメディアライブラリが、そのメディア格納
および再生装置で再生可能などのような種類のデジタルファイルでも処理できるようにす
るものである。追加的な記憶容量を設けるために、１つ以上の外付けハードドライブをそ
のメディア格納および再生装置に接続することができる。
【００４５】
　メディア格納および再生装置１０４は、インターネット５２２またはＷＡＮ、ＭＡＮ、
ＬＡＮ、ＰＡＮ等のデータネットワーク１１４と通信を確立することが可能である。従っ
て、ユーザは、メディア販売キオスクと情報をやりとりすることなく、それを介して直接
、メディアをダウンロードすることができるワールドワイドウェブ、電子メール、および
ビジネスおよび格納サーバにアクセスすることができる。ここでもまた、ユーザが、メデ
ィア販売キオスク１０６と情報をやりとりすることを要求することが望ましい場合には、
メディア販売システム１００のオペレータは、この機能を無効にすることを選択すること
ができる。
【００４６】
　図６を参照すると、本発明のユニバーサルマルチメディア販売、格納、および再生シス
テムのメディア格納および再生装置に付随するハードウェア６０２の好適な実施形態のブ
ロック図が図示されている。メディア格納および再生装置１０４の装置主要部は、多数の
コンポーネントで構成されている。全てのコンポーネントが図６に示されているわけでは
なく、その装置の必須の機能にとって重要なコンポーネントのみが図示されていることに
留意されたい。例えば、中央処理装置６１２、不揮発性メモリ６１４、グラフィック処理
ユニット６１６および内蔵ＨＤビデオ／オーディオカード６１８、デジタルコンバータ６
２０、ＨＤビデオおよびオーディオカード６２２、ハードドライブ６２４および制御部６
２６、および電源６８０は、そのメディア格納および再生装置の重要なコンポーネントで
ある。
【００４７】
　上述したように、そのメディア格納および再生装置は、様々なソースから情報を読取る
ことができる。光ディスク（ＤＶＤ、ＢＬＵ－ＲＡＹ、ＣＤ、高解像デジタル多用途ディ
スク（ＨＤ－ＤＶＤ）等）６０４、（ＰＣＭＣＩＡスロット６３１を介した）メディアト
ランスポータ装置６０６、ＳＤカード６０８およびＵＳＢフラッシュドライブ６１０は、
そのメディア格納および再生装置が収容してトランスコーディングするであろう物理的な
メディア装置の実例である。そのメディア格納および再生装置に配設されたポート群（Ｈ
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ＤＭＩ（登録商標）　６５０、ＨＤビデオコンポーネント６５２、Ｓ－ビデオ６５４、Ｒ
ＣＡ６５６、ｅＳＡＴＡ６０５、デジタルオーディオ６５８、ＵＳＢ２．０／３．０　６
６０等）は、多くの周辺装置（テレビ受像機６３０、プリンタ６３２、ＩＰＯＤ（登録商
標）（パーソナルメディアプレーヤー）６３４、ビデオカメラ６３６、デジタルカメラ６
３８、スキャナ６４０、パーソナルコンピュータ６４２等）をサポートする。イーサネッ
ト（登録商標）ポートは、データネットワークとの通信を提供する。また、その装置は、
アンテナ６６４、ＲＦトランシーバ６６６およびＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）６６８
を介した無線通信が可能である。無線手段を通じてそのメディア格納および再生装置と通
信することができる例示的な装置は、パーソナルコンピュータ６４２、携帯電話／ＰＤＡ
６４４、トランスポータドッキングステーション６０７、リモコン装置６７０、ゲーム用
コントローラ６７２、入力装置（マウス／キーボード）６７４およびＢＬＵＥＴＯＯＴＨ
（登録商標）ヘッドフォン６７６を含む。
【００４８】
　次に、図７を参照すると、本発明のユニバーサルマルチメディア販売、格納、および再
生システムのメディア格納および再生装置１０４に付随するソフトウェア７００の好適な
実施形態のブロック図が図示されている。リナックス（登録商標）は、メディア格納およ
び再生装置１０４の好適な実施形態におけるオペレーティングシステム７０２として用い
られる。しかし、当業者は、市販または専用の他のオペレーティングシステムも利用する
ことができ、および本発明の範囲内にあることを正しく理解するであろう。
【００４９】
　好適な実施形態のそのオペレーティングシステムは、その装置と情報をやりとりする機
能をユーザに与えるメディアサーバグラフィックユーザインタフェース（ＧＵＩ）と情報
をやりとりするように適応されている。また、その装置に格納されている情報のデータベ
ースもそのオペレーティングシステムおよびＭｙｔｈＴＶ（登録商標）等のＤＶＲアプリ
ケーションと情報をやりとりする。上記の機能は、ユーザが、光ディスク／トランスポー
タ装置等の外部のメディアソースから取込んだメディアに、およびその装置によって受信
されたテレビ番組にもアクセスできるようにする。追加的なアプリケーション（ユーザイ
ンタフェースメニュー７１０、ビデオ／オーディオＤＶＲ７１２およびコンテンツブラウ
ザ７１４）は、それを介して、メディアがその装置に格納されているか否か、および鑑賞
のためにアクセス可能であるか否かを判断することができるインタフェースをユーザに与
える。
【００５０】
　様々な形式の暗号化メディアコンテンツ（映画、音楽、ゲーム用ソフトウェア等）を含
む光ディスクは、そのタスクに適したソフトウェアアプリケーション７２０を用いてトラ
ンスコードされる。そのメディアトランスポータ装置の好適な実施形態は、公的に入手可
能なＨＡＮＤＢＲＡＫＥ（登録商標）（ｈｔｔｐ：／／ｈａｎｄｂｒａｋｅ．ｆｒを参照
）ソフトウェアアプリケーションを用いて、ユーザにより提供されたメディアをトランス
コードするが、当業者は、物理的なメディア（例えば、ＤＶＤ、ＣＤ、ＢＬＵ－ＲＡＹ（
登録商標）等）上に存在する暗号化された情報をトランスコーディングするための手段を
実現できる他のアプリケーションを、本発明に関して有効に利用できることを正しく理解
するであろう。本発明の代替的な実施形態は、様々な物理的なメディア上に存在する暗号
化されたメディアをトランスコーディングおよび格納するための他の方法、例えば、参照
により本願明細書に組込まれる米国特許出願公開第２００８／０００５８０２（Ａ１）号
明細書（“ＤＶＤ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍａｎａｇｅｄ　Ｃｏｐｙ
　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ”）で教示されている方法を利用することができる。その
装置にダウンロードされて格納されるメディアの完全性を保証するために、システム１０
０のオペレータが、デジタル著作権管理（ｄｉｇｉｔａｌ　ｒｉｇｈｔｓ　ｍａｎａｇｅ
ｍｅｎｔ：ＤＲＭ）システムを利用することが意図されている。例えば、本発明の代替的
な実施形態において、そのようなデジタル著作権管理システムは、ユーザによってダウン
ロードされたメディアコンテンツに、そのメディアコンテンツにアクセスできる回数また
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はそのメディアコンテンツにアクセスできる期間に関する情報を組込むことができる。そ
のメディア格納および再生装置内に存在するソフトウェアは、そのメディアコンテンツが
その装置に転送されたときにその情報を受取り、それに従って、そのメディアへのユーザ
のアクセスを制限することになる。
【００５１】
　また、本実施形態は、許可されたメディアトランスポートおよび再生装置１０４上での
最終的な再生のための未加工のビデオストリームを受取ること、タグ付けすることおよび
暗号化することも可能である。図２２に示されているように、該実施形態は、まず、必要
に応じてバッファリングまたは変換される未加工のビデオストリーム２１０２を、後の処
理のためのストレージアレイ２１０４で受け取る。次に、該未加工のビデオストリームは
、ゲートウェイサーバ２１０６によって受け取られる。本実施形態において、ゲートウェ
イサーバ２１０６は、オブジェクトタグおよびタイムスタンプを該ストリームに適用する
ことによって該ビデオを処理する。例えば、この実施形態においては、該データベース内
の該ストリームを独自に識別するための手段、およびユーザの検索クエリに関連するビデ
オストリームおよび／またはビデオの一部を検索するための手段を設けるために、Ｏｐｅ
ｒａｔｏｒＩＤ、ＣｏｎｔｅｎｔＩＤ、ＴｒａｎｓａｔｉｏｎＩＤおよびＣｌｉｅｎｔＩ
Ｄ等のオブジェクトタグが割り当てられる。該ビデオの受取り、暗号化および再生に対す
るタイムスタンプ等の指標も格納される。オブジェクトタグメタデータは、該ビデオがど
のように、いつ、どこでおよび誰によってアクセスされるのかを制御するのにも利用する
ことができる。
【００５２】
　ゲートウェイサーバ２１０６は、暗号化されていないビデオストリームをビデオ暗号化
サーバ２１０８へ供給し、そこで該ビデオストリームが暗号化されて、ゲートウェイサー
バ２１０６へ戻される。該暗号化サーバは、該プロセス中に暗号鍵を生成して、暗号鍵デ
ータベース２１１２内での記憶のために、該鍵をコンテンツセキュリティマネージャサー
バ２１１０に供給する。本実施形態におけるビデオ暗号化サーバ２１０８は、ＡＡＣＳ（
Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）のコンテンツ配信お
よびデジタル著作権管理暗号化規格を用いている。当業者は、ＡＡＣＳ規格がデジタルメ
ディア業界において周知されていることは、十分に認識しているであろう。この実施形態
ではＡＡＣＳが用いられているが、その他のビデオ暗号化およびアクセス制御規格の利用
も意図されており、本発明の範囲内にある。
【００５３】
　次いで、ゲートウェイサーバ２１０６が暗号化し、およびタグ付けしたビデオストリー
ムが、加入者網を通じた配信のためにＶＯＤサーバ２１１４へ供給される。この時点で、
該ＶＯＤは、後の視聴のために、ユーザのメディア記憶および再生装置１０４に転送する
ことができる。該ＶＯＤは、後の視聴のために再生装置１０４に格納することができ、ま
たは、暗号化／暗号解読／バッファリングプロセスによって生じるある程度の遅延の影響
を受けながら、ライブストリーミングで視聴することができる。また、ゲートウェイサー
バ２１０６は、ビデオ情報（オブジェクトタグおよびその他のメタデータ）を権利付与サ
ーバ２１１２へ供給し、該権利付与サーバは、ユーザによるＶＯＤへのアクセスのための
ゲートキーパーとして機能する。
【００５４】
　権利付与サーバ２１１２は、ユーザ再生装置１０４からビデオのリクエストを受取り、
再生装置１０４が、該ビデオストリームを見ることまたは記憶することが許可されている
か否かをチェックする。許可されている場合、権利付与サーバ２１１２は、該再生装置が
、該ビデオを受信することが許可されて、該ビデオの転送が始まることをＶＯＤサーバ２
１１４に知らせる。また、許可されている場合、該権利付与サーバは、該再生装置が、該
暗号鍵を受け取ることを許可されていることをコンテンツセキュリティマネージャ２１１
０へ知らせ、該鍵はその後、該ＶＯＤの記憶および／または視聴を始めるために、該許可
されている再生装置１０４へ供給される。再生装置１０４は、該ビデオストリームを暗号



(18) JP 2014-525061 A 2014.9.25

10

20

30

40

50

解読し、ユーザの視聴の権利に基づいて該ビデオの再生を可能にし、該権利は、キオスク
１０６で購入した権利に依存する。該ＶＯＤの説明は、独立したサーバに言及しているが
、当業者は、各サーバが、該キオスク内で作動する独立したコンピュータサーバ装置であ
ってもよく、または、該キオスク内の単一のコンピューティング装置上で動作してもよい
ことを正しく理解するであろう。さらに、１つ以上のサーバを、該キオスクによってアク
セス可能なリモートネットワーク装置として、該キオスクの外部で動作させてもよい。
【００５５】
　図２２は、本実施形態によって行われたビデオストリーム処理の基本的なステップのフ
ロー図を示す。前述したように、該キオスクは、ケーブル、衛星、無線またはインターネ
ット放送（ＩＰＴＶ等）からの送信ビデオストリームを格納する（ステップ２２０２）。
次に、該ビデオストリームが暗号化されて、後のユーザによるアクセスのために、暗号化
／復号鍵が記憶される（ステップ２２０４）。次いで、該暗号化されたビデオストリーム
は、（「ライブ」再生のために）バッファリングされ、および／またはアーカイブ化およ
び後の再生のために記憶される（ステップ２２０６）。ユーザメディア記憶および再生装
置は、該システムが受け入れたかまたは受け入れないビデオストリームの再生または記憶
を要求する（ステップ２２０８）。そして、許可されているユーザメディア記憶および再
生装置は、暗号化されているビデオストリームと暗号鍵を受取り（ステップ２２１０、ス
テップ２２１２）、ユーザによる該ビデオストリームの視聴を可能にする（ステップ２２
１４）。ＶＯＤアクセス権利は、キオスク１０６で該ユーザによって確立された該ＶＯＤ
に対する該ユーザの権限によって最終的に管理される。
【００５６】
　暗号化アルゴリズム７１８およびセキュリティシステム７１６は、メディアコンテンツ
が許可されていない者によって許諾なしでコピーされないように、該装置に一体化される
。暗号化アルゴリズム７１８およびセキュリティシステム７１６は、メディアコンテンツ
が、未許可の者によって不正にコピーされないために、その装置に不可欠であろう。また
、そのシステム内に存在するアプリケーションは、メディアセキュリティおよび暗号化管
理７２２の遠隔モニタリングを可能にするであろう。例えば、ＩｒｏｎＫｅｙ（登録商標
）システムに用いられているのと同様の遠隔暗号化管理システム７２２は、そのシステム
のオペレータに、そのメディアへのアクセスを確認し、そのメディアへのアクセスを無効
にし、およびそのメディアの安全性を維持する必要がある場合に、メディアコンテンツを
使えなくする機能を与えるであろう。従来技術による再生装置には見られないこの利点は
、本発明と共に用いられるメディアが安全なままであることを、知的所有権の所有者が確
信できるという点で重要である。前述したように、様々な形式のマルチメディア７３０が
その装置上でアクセス可能になり、その装置は、データを送受信するために、様々なデー
タネットワーク７４０と通信することが可能になる。ファームウェアおよび他のドライバ
７５０は、その装置が、様々な種類の内部コンポーネント、外部のメディアソースおよび
周辺装置との通信を可能にするであろう。
【００５７】
　本願明細書には、上述したシステムと接続して、マルチメディアをユーザに販売する方
法も開示されている。第１の方法は、ユーザに関するマーケティング情報が格納されてい
るビジネスサーバにさらに接続されているデータネットワークに接続されているメディア
販売キオスクにユーザがアクセスできるようにするステップを含む。次のステップは、そ
のキオスクが、彼または彼女の識別に関する情報をユーザから受取ることを実行できる。
その次のステップは、そのキオスクが、そのデータネットワークを介してそのビジネスサ
ーバと通信して、そのユーザに関する広告情報および他の情報と、そのユーザとを関連付
けることを実行できる。そのようなマーケティング情報は、ユーザのメディアの好み、ユ
ーザによるメディアコンテンツの過去の購入記録、ユーザの年齢、ユーザの性別、ユーザ
の住所、および小売店の場所を含むことができる。その方法の次のステップは、ユーザの
識別に基づいて、そのユーザへ送信する広告情報と、そのビジネスサーバまたは外部の広
告サーバに格納されているマーケティング情報とを選択するサーバを含む。その方法の次
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のステップは、そのビジネスサーバが、そのキオスクへの広告用材料を含む情報を送信す
ることを実行できる。最後のステップは、そのキオスクが、その広告用材料を印刷してユ
ーザに配布することを実行できる。このようにして、本発明は、従来技術によるメディア
販売システムには見られない追加的な利点を実現できる。すなわち、そのメディア販売キ
オスクは、そのキオスクが設置されている小売店内で商品やサービスを、または、その小
売店には直接関連していない商品やサービスを宣伝するために、そのシステムのオペレー
タが利用することができる。
【００５８】
　本願明細書において教示されているメディア販売のための別の方法は、購入またはレン
タルされたユーザの所望のメディアコンテンツと共に、映像または音声による広告用コン
テンツ等のデジタルマーケティングコンテンツをユーザへ伝達するための方法を含む。そ
のメディアコンテンツおよびマーケティングコンテンツを再生するのに用いられるその装
置は、そのマーケティングコンテンツのユーザの再生に関する情報をモニタおよび格納す
るためのソフトウェアを含むであろう。そのような情報は、そのメディアコンテンツが再
生された回数を含み、および１つ以上のマーケティングコンテンツの項目がユーザへ伝達
された場合に、どのマーケティングコンテンツ項目がユーザによって再生されたかを含む
ことになるであろう。そして、この情報は、データネットワークを介してそのビジネスサ
ーバに、または、トランスポータ装置を介してそのキオスクに送信される。そのマーケテ
ィングコンテンツのユーザによる再生に基づいて、そのユーザは、メディアコンテンツま
たは他の商品の将来の購入に対する割引、または、過去の購入またはレンタルに対する金
銭的クレジット等の金銭的な利益を得ることができる。
【００５９】
　例えば、メディアプロバイダは、ユーザに、宣伝等のプロモーションビデオを観る機会
を与えることを選択することができる。その宣伝用メディアは、ユーザにより具体的に所
望されたメディアと同時に、そのユーザのメディアトランスポータ装置にダウンロードさ
れる。（スマートトランスポータ装置であるかまたはメディア格納および再生装置である
かに関わらず）その再生装置内に存在するアプリケーションは、ユーザに、その所望のメ
ディアの再生中に、または別の時間に、その宣伝用メディアを観る機会を与える。観た場
合、観たという情報が、データネットワークを介してそのビジネスサーバへ送信されるこ
とになる。別法として、その宣伝用メディアのユーザの視聴に関するそのような情報は、
次の機会に、ユーザがそのトランスポータ装置にメディア販売キオスクと情報をやりとり
させることができるようにして、前記情報がそのビジネスサーバにアップロードされるよ
うに、そのメディアトランスポータ装置に返信してもよい。そのビジネスサーバが、その
宣伝用メディアのユーザの視聴に関する情報を受取った後には、金銭的または他のクレジ
ット／割引を、そのユーザの口座に配分してもよい。
【００６０】
　本願明細書で教示されているメディア販売のためのまた別の方法においては、ユーザに
は、そのユーザおよび彼または彼女の仲間が、メディアの好み（好きな映画、音楽、ゲー
ム等）を互いに共有できるようにするソーシャルネットワーキングソフトウェアアプリケ
ーションが提供される。ユーザの仲間のメディアの好みに基づいて、ユーザは、そのユー
ザに提供されたソーシャルネットワーキングアプリケーションまたは別のソフトウェアア
プリケーションを用いて、所望のメディアコンテンツ項目に関する彼または彼女のリスト
を記録および記憶させて、それらの相対的望ましさに従ってそれらをランク付けすること
ができる。所望のメディアに関する前述のリストに関連する情報は、上述したメディアト
ランスポート装置、そのメディア格納および再生装置、そのソーシャルネットワーキング
ソフトウェアアプリケーション、または他の何らかの装置またはアプリケーションに格納
することができる。そして、その所望のメディアコンテンツ項目に関するリストは、格納
のためにそのキオスクまたはビジネスサーバに送信することができる。前述のリスト上で
識別された１つ以上の所望のメディア項目は、その後の視聴のために、そのメディアトラ
ンスポート装置またはメディア格納および再生装置に転送することができる。そのユーザ
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のリスト上の最も望ましいメディアコンテンツ項目は、先ず、そのユーザに転送されるで
あろうことが意図されている。所望のメディアコンテンツ項目のユーザのリスト（および
そのユーザによって生成された以前のリスト）に関する情報を、そのビジネスサーバに格
納してもよい。マーケティング情報は、その所望のメディアコンテンツ項目のユーザのリ
スト（そのユーザによって生成された以前のリスト）の内容に基づいて、そのユーザに提
供してもよい。
【００６１】
　図８は、メディア販売キオスクにアクセスするユーザが入手可能な様々なメディアコン
テンツの場合の、そのユーザに提示される選択肢を強調している、そのキオスクのユーザ
インタフェースの一実施形態を示す。図示されているように、そのシステムは、映画ファ
イル８０２、音楽８０４、電子書籍８０６、コンピュータゲーム８０８、着信音８１０、
テレビ番組のビデオ８１２、スポーツビデオ８１４、ミュージックビデオ８１６、コンピ
ュータソフトウェア８１８、および（限定するものではないが、映画、劇場、音楽、スポ
ーツ、アートイベント等を含む）電子イベントチケット８２０等のデジタルメディアを表
示することが可能である。また、楽譜８０４、ゲーム８０８の説明書、ソフトウェア８１
８の説明書およびイベントチケット８２０等のアイテムのために、そのキオスクからプリ
ントアウトを得ることもできる。ユーザは、選択するために、ユーザの所望の項目を示す
画面の所望の領域に触れるか、または、そのインタフェース装置がマウスまたはトラック
ボールを利用している場合には、所望のアイコンに重ねてカーソルが置かれて、選択ボタ
ンが選択される。また、検索機能８２２が利用可能であり、以下に詳細に説明する。
【００６２】
　一旦、ユーザが選択を行うと、彼または彼女には、図９に示すような画面が提示される
。図９は、ユーザが、クレジットカード９０２または会員証９０４等の何らかの本人確認
が可能なものを挿入することを要求している、ユーザに対する初期画面を示すユーザイン
タフェースの実施形態の図である。そのシステムは、クレジットカードまたは会員証の磁
気ストライプから、これから先の取引を容易にするための基本的なユーザ情報を抽出する
ことができる。
【００６３】
　以下の実施例は、ユーザが、「映画」機能８０２を選択しており、および彼または彼女
の本人確認が可能なもの（９０２または９０４）を挿入済みであると仮定する。そして、
そのユーザには、図１０に示すような画面が提示される。ユーザは、この機能により、映
画を検索するためのキーワード１００２を、その画面上に提示されている仮想キーボード
１００４を用いて入力できるようになっている。映画を探す代替的な手段として、ユーザ
は、適当な機能１００６を選択して、ユーザの関心および／または評価によって決まる新
作の、今週人気がある、またはトップ４０位内の映画を表示させることができる。提供す
る映画を観るためのまた別の方法は、（アクション、ドラマ、ミュージカル、サイエンス
フィクション等の）ジャンル、カテゴリー、または、タイトルの順次列挙１００８を選択
することである。
【００６４】
　映画のタイトルが見つかった時点で、そのシステムは、図１１のような画面を表示する
。図１１は、ユーザに提示された場合の映画検索の結果を示す、そのユーザインタフェー
スの実施形態の図である。この画面には、映画タイトル１１０２および利用可能なフォー
マット１１０４などの情報が表示される。この図に描かれているように、映画「Ｔｉｔａ
ｎｉｃ」は、ＤＶＤ、ｉＰｏｄ、ＭＰＥＧ３およびＭＰＥＧ４のフォーマットで入手可能
である。また、ユーザは、その映画に関する追加情報１１１０を得ることもでき、または
、プレビュー１１０８を入手することができる。
【００６５】
　映画フォーマットアイコン１１０４の選択は、そのシステムに、図１２Ａに描かれてい
るような画面を表示させる。図１２Ａは、具体的なフォーマットに対する費用を含むタイ
トル１２０２に関する詳細情報と共に、ユーザによって選択された具体的な映画選択を示
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す、そのユーザインタフェースの実施形態の図である。ユーザは、その映画を彼または彼
女の「ショッピングカート」１２０４に加えるか、または、購入前にプレビュー１２０６
を入手することができる。ユーザが「プレビュー」１２０６を選択した場合、その画面は
、図１２Ｂに示すように、その映画のビデオクリップ１２０８を表示する。図１２Ｂは、
ユーザによって選択された具体的な映画選択のプレビューを示す、そのユーザインタフェ
ースの実施形態の図である。
【００６６】
　ユーザが、その映画をショッピングカート１２０４に加えると、そのシステムは、図１
３に描かれているようなショッピングカートを表示する。図１３は、ショッピングカート
機能およびユーザによって選択された内容を示す、そのユーザインタフェースの実施形態
の図である。そのショッピングカートは、各タイトルの費用１３０４および（税金または
特別な処理を除く）ユーザに請求すべき購入総額１３０６と共に、現時点で購入のために
選択されているタイトル１３０２を表示する。そして、ユーザは、「ショッピングを続け
る」１３１０を選択するか、または、単に「精算」して１３１２、その購入のための支払
いを済まして、そのダウンロードを入手することができる。
【００６７】
　精算時には、図１４に描かれているような画面がユーザに提示される。図１４は、その
ユーザの場合の支払い方法の画面および購入総額を示す、そのユーザインタフェースの実
施形態の図である。ユーザは、クレジットカード１４０２または商品券１４０４による支
払いを選択することができる。本発明の代替的な実施形態は、（ＡＴＭと同様の）現金取
扱い機能を含むことができ、および紙幣処理装置に紙幣を挿入するという選択肢をユーザ
に提示してもよい。クレジットカード１４０２が選択され、およびユーザが最初にクレジ
ットカードを機械に通して、そのシステムに個人情報を与えると、そのシステムは、図１
５に示すような画面を表示する。図１５は、ユーザに対する代替的な支払いプロンプト画
面を示す、そのユーザインタフェースの実施形態の図である。そのシステムは、プロンプ
ト画面を表示して、最初に機械に通したカードで購入物の支払いをしたいか否か１５０２
をユーザに尋ねる。そのカードが承認されて、取引が承認されると、そのシステムは、図
１６に示すような画面を表示する。図１６は、そのユーザの場合の支払い完了画面を示す
、そのユーザインタフェースの実施形態の図である。図に示すように、そのクレジットカ
ードは承認された１６０２。
【００６８】
　支払いが済んだ後には、ユーザは、購入物をダウンロードできるようになっている。そ
して、そのシステムは、選択されたフォーマットにより、図１７Ａ～図１７Ｄに図示され
ているような画面を表示する。図１７Ａは、ステータスバーが、転送状態１７０２を示し
ている状態の、ＵＳＢ接続型装置１７０４に関連するメディア転送画面を示す、そのユー
ザインタフェースの実施形態の図である。図１７Ｂは、ステータスバー１７０２が、ｉＰ
ｏｄ（登録商標）装置１７０６への転送状態を示している状態のメディア転送画面を示す
、そのユーザインタフェースの実施形態の図である。図１７Ｃは、ステータスバー１７０
２が、ＵＳＢフラッシュドライブ装置１７０８への転送状態を示している状態の、ユーザ
に対する代替的なメディア転送画面を示す、そのユーザインタフェースの実施形態の図で
ある。図１７Ｄは、ステータスバー１７０２が、光学格納装置１７１０への転送状態を示
している状態の、ユーザに対する代替的なメディア転送画面を示す、そのユーザインタフ
ェースの実施形態の図である。メディア転送が完了すると、そのシステムは、図１８に描
かれているような画面をユーザに提示する。図１８は、メディア転送完了画面を示す、そ
のユーザインタフェースの実施形態の図である。その後、支払いが確定し、レシートが印
刷されて、図１９に示すような画面がユーザに提示される。図１９は、ユーザの支払い完
了画面を示す、そのユーザインタフェースの実施形態の図である。
【００６９】
　図２０Ａ～２０Ｄは、本発明のまた別の実施形態のフロー図を示す。図示されているよ
うに、ユーザにはまず、Ａｄｏｂｅ（登録商標）Ｆｌａｓｈ（登録商標）プログラミング
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を利用して動画によるアトラクション画面２００２が提示される。このような画面は、ユ
ーザの関心を引くこと、およびそのシステムに関するユーザへのアピールを高めることが
意図されている。
【００７０】
　ユーザがその画面に触れた後、彼または彼女には、選択画面２００４が提示される。こ
の画面は、映画、音楽、ゲームまたは電子書籍等のメディアの種類を選択することをユー
ザに促す。ユーザが映画を選択すると、そのシステムは、映画カテゴリー（すなわち、新
作、売れ筋または大まかな検索２０１０）の選択をユーザに促す画面を表示する。また、
映画の画像、宣伝、または他の広告バナーも表示される２００８。
【００７１】
　カテゴリーの選択は、ユーザをジャンル選択画面２０１２へ進ませる。ジャンルの選択
は、無数に存在する提供映画のさらなる絞込みを可能にする。例えば、ユーザは、アクシ
ョン、ドラマ、コメディ、ホラーまたは家族向け映画２０１４の中から選択することがで
きる。その他のジャンルも意図されており、本発明の範囲内にある。
【００７２】
　ジャンルの選択は、利用可能な映画タイトルのリスト２０１６を提示する。ユーザは、
具体的な映画タイトルを選択することができ、または、特定のタイトルを探すために検索
機能２０１８に入力することができる。キーワード検索を入力する際、または、具体的な
タイトルを選択する際、そのシステムは、符号２０２０に示すような画面を提示する。こ
の画面は、検索結果を提示し、各タイトルの利用可能なフォーマット２０２２を表示する
。映画フォーマットの選択は、そのシステムに、アイテム詳細画面２０２４を表示させる
。このことは、ユーザに、そのタイトルを彼または彼女のショッピングカートに加えると
いう選択肢、または、購入前に、そのタイトルをプレビューするという選択肢を与える。
そのシステムは、尺により映画の全てまたは一部の再生を可能にしている。
【００７３】
　精算時に、ユーザには、ショッピングカート表示２０２６が提示される。この表示は、
ユーザの所望する購入物の各々に関する項目明細を提示する。ユーザが、精算および支払
いの準備ができている場合、そのシステムは、購入の小計、および何らかの税金および手
数料を含む精算画面２０２８を提示する。ユーザは、クレジットカード払いまたは商品券
から選択することができ、あるいは、現金の受入れ装置（例えば、紙幣の受入れを可能に
するために、自動販売機によって利用される装置）が取付けられている場合には、現金を
挿入することができる。
【００７４】
　ユーザが、最初にクレジットカードを機械に通して、そのシステムに初期アクセスした
場合には、彼または彼女は、最初に機械に通したカードで購入取引を続けることを可能に
する画面２０３０を提示させることができる。「はい」を選択すると、前に使われたカー
ドでの購入が認証される２０３２。ユーザに、異なるカードをカードリーダに挿入するこ
とを促すことは選択されない２０３４。
【００７５】
　支払いが確認された後には、取引のダウンロード部分が開始できるようになっている。
そのシステムは、符号２０３６に示すような画面を表示する０。図示されているように、
そのシステムは、その装置の位置決め機能を可能にし、およびユーザのメディアトランス
ポート装置との接続を待つ。この接続は、無線でも有線でもよく、またそのシステムは、
そこへデータを転送することになる装置の種類を自動的に検出する。その装置が位置決め
されると、そのシステムは、符号２０３８に示すような画面を提示する。この画面は、ダ
ウンロード状態インジケータを含み、および典型的には、転送されるタイトル、その装置
上で利用可能な空き容量、および接続されている装置の種類を表示する。そのダウンロー
ドが正常に終了した場合には、そのシステムは、正常画面２０４０を表示し、およびその
購入に関する何らかの必要な指示を提示する。その後、その取引のレシートが生成されて
、その取引が確定する２０４２。そのレシートは、ハードコピーのプリントアウトとする
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ことができ、あるいは、電子メールによるメッセージとして、不必要な印刷を避けるのに
役立ててもよい。
【００７６】
　本発明は、メディア販売キオスク装置の実施形態、すなわち、デジタルメディアコンテ
ンツのメディアトランスポータ装置への１つ以上のダウンロードを得るための、ユーザに
よるアクセスのための装置を含み、その装置は、グラフィックユーザインタフェース（Ｇ
ＵＩ）を生成すること、およびそのＧＵＩを表示装置に表示することが可能な処理装置で
あって、そのＧＵＩは、販売可能な複数の種類のメディアコンテンツを表示する第１の画
面を有する処理装置と、ユーザからの入力コマンドを受入れることが可能な第１の入力装
置であって、そのコマンドは、関連するメディアコンテンツのユーザ選択を含む入力装置
と、複数のデジタルフォーマットで、メディアコンテンツが投入され、および選択された
関連するメディアコンテンツの後のメディアトランスポータ装置への転送が可能な不揮発
性メモリ装置と、選択された関連するメディアコンテンツの後のダウンロードのために、
そのキオスクとユーザのメディアトランスポータ装置とのインタフェースをとるための第
１のメディアトランスポータインタフェース装置と、ユーザによって選択された関連する
メディアコンテンツと共に符号化された光学格納ディスクを生成することが可能な光学格
納記録および分配装置とを具備する。
【００７７】
　以上、本願明細書において、ユニバーサルマルチメディア販売、格納、および再生シス
テムおよび方法を開示してきたことは、当業者には明らかであろう。本発明を、好適な実
施形態によって説明してきたが、本発明の趣旨および範囲を逸脱することなく、他の適応
および変更を採用できることは明らかであろう。本願明細書で用いられている用語および
表現は、限定に関する用語としてではなく、説明に関する用語として用いられており、従
って、同等物を排除するという意図はなく、それどころか、本発明の趣旨および範囲を逸
脱することなく用いることのできるありとあらゆる同等物をカバーすることが意図されて
いる。



(24) JP 2014-525061 A 2014.9.25

【図３】



(25) JP 2014-525061 A 2014.9.25

【図１】



(26) JP 2014-525061 A 2014.9.25

【図２】



(27) JP 2014-525061 A 2014.9.25

【図４】



(28) JP 2014-525061 A 2014.9.25

【図５】



(29) JP 2014-525061 A 2014.9.25

【図６】



(30) JP 2014-525061 A 2014.9.25

【図７】

【図８】



(31) JP 2014-525061 A 2014.9.25

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７Ａ】



(32) JP 2014-525061 A 2014.9.25

【図１７Ｂ】

【図１７Ｃ】

【図１７Ｄ】

【図１８】

【図１９】



(33) JP 2014-525061 A 2014.9.25

【図２０Ａ】



(34) JP 2014-525061 A 2014.9.25

【図２０Ｂ】



(35) JP 2014-525061 A 2014.9.25

【図２０Ｃ】



(36) JP 2014-525061 A 2014.9.25

【図２０Ｄ】



(37) JP 2014-525061 A 2014.9.25

【図２１】



(38) JP 2014-525061 A 2014.9.25

【図２２】



(39) JP 2014-525061 A 2014.9.25

10

20

30

40

【国際調査報告】



(40) JP 2014-525061 A 2014.9.25

10

20

30

40



(41) JP 2014-525061 A 2014.9.25

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｇ０６Ｆ  13/00    ５２０Ｄ          　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,I
D,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO
,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,
VC,VN,ZA

特許法第６４条第２項第４号の規定により図面の一部または全部を不掲載とする。
（特許庁注：以下のものは登録商標）
１．ＦＡＣＥＢＯＯＫ
２．ＴＷＩＴＴＥＲ

(72)発明者  カーティス、ジェームズ
            アメリカ合衆国　７５００６－５５１２　テキサス州　キャロルトン　イー．ベルト　ライン　ロ
            ード　２３２５　スイート　ディ
Ｆターム(参考) 3E044 AA20  BA05  DB20  DD01  DE01  DE05  EB04 
　　　　 　　  5B084 AA02  AA07  AA12  AA26  AA27  AA30  AB01  AB07  AB13  AB16 
　　　　 　　        AB31  BA01  BB15  DB08  DC02  DC03  DC04 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

